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１．研 究 目 的 

 近年、非行・犯罪行為のあった障がい者に対する支援の必要性への認識が高まり、司法

と福祉の連携による取り組みが進められている。しかし一方で、非行・犯罪行為者への対

応を主要な業務とはしていない障がい福祉事業所では、非行・犯罪行為のあった障がい者

の受け入れや支援において、専門的な支援プログラムを持っていないなどの理由で対応に

苦慮しているとされている。特に、性犯罪・性加害行為のある知的障がい者への障がい福

祉事業所での支援については、その状況、対応方法に関する日本における先行研究は非常

に少なく、有効な支援方法の提示が殆どない。  

 筆者らはこれまでに障がい福祉事業所の支援者を対象に質問紙調査を行い、性加害行為

のある知的障がい者の支援については、約 9 割の回答者がある程度困難であると考えてい

るという結果を得た。そこで、本研究では、性加害行為のある知的障がい者の支援を行っ

た経験のある支援者への調査から、支援の状況を明らかにすることを目的とする。本報告

では特に、性加害行為のある利用者について当該行為に至る要因と支援方針に焦点を当て、

支援展開や支援状況を呈示していく。 

２．研究の視点および方法 

 性加害行為のある知的障がい者を受け入れている事業所について、研究協力者から紹介

を受け、所属職員へのインタビュー調査を行った。調査対象者は性加害行為のある知的障

がい者への支援経験のある者 6 名で、半構造化面接による個別インタビュー調査を実施し

た。調査内容は、支援対象となった利用者による性加害行為の概要、性加害行為への認識、

性加害行為の要因についての見立て、支援内容、支援の結果である。 

３．倫理的配慮 

 事前に事業所の代表者へ調査趣旨を説明し、了承を得てインタビュー調査を行った。イ

ンタビュー調査時には、回答者へ改めて調査の趣旨、回答は自由意思でありいつでも中断

できること、回答内容によって所属事業所や回答者に一切の不利益が生じないこと、プラ

イバシーが保護されることを口頭および文書にて説明し、文書で承諾を得た。 

 また、筆者の所属する機関において倫理審査を受け、承認を得た。 

４．研 究 結 果 

 文書化したデータを修正版グランデッド・セオリー・アプローチによって分析した。文
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書化されたデータより概念の生成を行い、それを主要な概念ごとにまとめていくと、その

関係は図 1 のようになった。  

 

図 1 性加害行為の要因の見立てから支援結果までの展開  

 性加害行為の要因について、性的な欲求があり、障がい特性（行為の意味が理解できな

い、異性と上手く関われない）と関係性の特徴（弱い相手への一方的な関係）が加わって

性加害行為に至ると支援者は推測している。また、その流れの前後にストレスの溜め込み、

ストレスの発散というストレス要因が加わるケースもあると考えている。要因の見立てを

受けての支援方針の見立てでは、性欲を余暇の充実によって置き換える、ストレスがかか

らないよう配慮することがある。一方、その他の要因に対する支援についての直接的な言

及はなく、また、性加害行為と就労支援、日中活動支援との関連についても言及はない。 

5．考 察 

 ストレスという性加害行為の要因については、支援の見立て、支援内容に反映されてい

る。しかし、その他の要因は支援方針の見立てとの関連が明確ではないため、性加害行為

に焦点化して介入することを意図した支援展開ではなく、障がい福祉の通常の支援の中で

性加害行為へ対応するという支援展開が示唆された。支援の展開全体を概観すると、中心

に通常の支援がある状況が示唆された。そして、通常の支援を提供するという姿勢を基盤

としながら性加害行為の要因や支援方針を見立てており、性加害行為のある利用者に対し

ても通常の支援の枠組み内で対応するという姿勢が示唆された。また、障がい福祉の枠組

み内での対応が困難なことについては司法機関の役割を期待していることが示唆された。 

付記 本研究は科研費の助成（JSPS 科研費 25871024）を受けて実施したものである。 
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